
瀬戸市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和８年３月３１日 

瀬戸市教育委員会   

教育長 加 藤 正 彦  

瀬戸市教育委員会規則第３号 

瀬戸市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

瀬戸市学校給食センター条例施行規則（昭和４６年瀬戸市教育委員会規

則第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （対象校） 

第２条 給食センターで一括調理する学校は、次

のとおりとする。 

区分 学校名 

小学校 掛川小学校 みつば小学校 

＜省略＞ 
 

 （対象校） 

第２条 給食センターで一括調理する学校は、次

のとおりとする。 

区分 学校名 

小学校 掛川小学校 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


